
 

 

農業災害資金利子補給補助金 

及び損失補償補助金交付要綱 

 

昭和５３年 ７月２７日       

平成 ４年 ４月 １日一部改正   

平成１３年 ４月 １日一部改正   

平成１４年 ４月 １日一部改正   

平成２０年１０月 １日一部改正   

令和 ３年 ３月２３日一部改正   

 

（趣旨） 

第１条 県は、埼玉県農業災害対策特別措置条例（昭和５３年埼玉県条例第１４号。以

下「条例」という。）第７条の規定に基づき、市町村に対し、毎年度予算の範囲内に

おいて利子補給補助金及び損失補償補助金を交付する。 

２ 前項の利子補給補助金及び損失補償補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続

等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）及び条例

施行規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助率及び補助額） 

第２条 前条の規定により交付する補助金の額は、利子補給補助金については毎年１月

１日から６月３０日までの期間（以下「上期」という。）及び７月１日から１２月３

１日までの期間（以下「下期」という。）ごとに、その期間内における融資平均残高

（延滞額を除く）に年３パーセントの割合を乗じて計算した額の２分の１に相当する

額の範囲内、又損失補償補助金については、市町村が損失補償に要した額の２分の１

に相当する額、ただし市町村の損失補償に要した額が当該損失補償の対象となった貸

付金の総額の１００分の５０に相当する額を超えるときは、当該損失補償の対象とな

った貸付金の総額の４分の１以内とする。 

（交付申請書の様式等） 

第３条 補助金の交付を受けようとする市町村が規則第４条の規定により提出する書類

の様式等は、次の表に定めるところによる。 

補助金の 

名  称 

提出すべき

書類の名称 
様 式 部数 提 出 期 限 経由機関 

農業災害資

金利子補給

補助金 

農業災害資

金利子補給

補助金交付

申請書 

様式第

１号 

２部 上期の補助金につ

いては７月末日 

下期の補助金につ

いては１月末日 

所轄農林振興

センター 

農業災害資

金損失補償

補助金 

農業災害資

金損失補償

補助金交付

申請書 

様式第 

２号 

２部 １月２０日 〃 



 

 

２ 規則第４条第１項第３号に掲げる事項は記載することを要しない。 

３ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項は記載を要しない。 

（交付決定通知書の様式） 

第４条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第３号及び第４号のとおりとす

る。 

（請求書の様式等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする市町村が提出する書類は、次の表に定めるとこ

ろによる。 

補助金の 

名  称 

提出すべき

書類の名称 
様 式 部数 提 出 期 限 経由機関 

農業災害資

金利子補給

補助金 

農業災害資

金利子補給

補助金請求

書 

様式第

５号 

２部 交付決定後２週 

間以内 

所轄農林振興

センター 

農業災害資

金損失補償

補助金 

農業災害資

金損失補償

補助金請求

書 

様式第 

６号 

２部 〃 〃 

（状況報告） 

第６条 市町村長は知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について当該要

求に係る事項を知事に報告しなければならない。 

（実績報告書の様式等） 

第７条 規則第１３条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

補助金の 

名  称 

提出すべき

書類の名称 
様 式 部数 提 出 期 限 経由機関 

農業災害資

金利子補給

補助金 

農業災害資

金利子補給

補助金実績

報告書 

様式第

７号 

２部 上期の補助金につ

いては事業完了後

１か月以内 

下期の補助金につ

いては３月末日 

所轄農林振興

センター 

農業災害資

金損失補償

補助金 

農業災害資

金損失補償

補助金実績

報告書 

様式第

８号 

２部 〃 〃 

 



 

 

（確定通知書の様式） 

第８条 規則第１４条の確定の通知書の様式は、様式第９号及び第１０号のとおりとす

る。 

（書類の整備等） 

第９条 市町村長は、利子補給金及び損失補償金の交付に係る農業災害資金の貸付状況

等を明らかにした書類を備え、かつ利子補給金及び損失補償金に係る収入及び支出に

ついての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する書類及び証拠書類は、当該利子補給金及び損失補償金を受けた日の

属する会計年度の翌会計年度から１０年間保管しなければならない。 

   附  則 

 この要綱は、昭和５３年度分の補助金から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成４年度分の補助金から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成１３年度分の補助金から適用する。 

   附  則 

 １ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 ２ 改正後の農業災害資金利子補給補助金及び損失補償補助金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行日以後に指定された特別災害に係る補助金の交付について適用し、同

日前に指定された特別災害に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

   附  則 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 


